
財産及び債務の取扱い

                                                                      

　　　　平成１６年　９月２２日　提出

協議第６０号

財産及び債務の取扱いについて提出する。

平成１６年１０月２１日　確認

財産及び債務の取扱い

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　 松　岡　一　俊　

　１．四市町村の所有する財産及び債務については、合併時における財産

　　及び債務をすべて新市に引き継ぐものとする。

　　　なお、基金については、以下のとおり取扱うものとする。

　　（１）財政調整基金及び減債基金については、新市財政の健全運営の

　　　　ために、平成１３年度から平成１５年度の３ヶ年度平均の標準財

　２．ペイオフ対策については、新市に引き継ぎ、新市において調整する。

　　　　政規模相当額の３０％以上を総額で持ち寄るものとする。

　　（２）国民健康保険財政調整基金については、平成１３年度から平成

　　　　１５年度の３ヶ年度平均の保険給付総額の１０％以上を持ち寄る

　　　　ものとする。

　　（３）その他特定目的基金及び特別会計の基金については、合併まで

　　　　に調整する。



４.債務については、現行のまま新市に引き継ぐ。
（別紙資料６参照）

５.ペイオフ対策については、新市に引き継ぎ、新市において調整
する。
（別紙資料７参照）

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

１.四市町村の所有する財産及び債務については、合併時における財産及び債務をすべて新市に引き継ぐものとする。
　なお、基金については、以下のとおり取扱うものとする。

（１）財政調整基金及び減債基金については、新市財政の健全運営のために、平成１３年度から平成１５年度の３ヶ年度平均の標準財政規模相当額の３０％以上を総額で持ち寄るものとす
る。
（２）国民健康保険財政調整基金については、平成１３年度から平成１５年度の３ヶ年度平均の保険給付総額の１０％以上を持ち寄るものとする。
（３）その他特定目的基金及び特別会計の基金については、合併までに調整する。

２.ペイオフ対策については、新市に引き継ぎ、新市において調整する。

菊池北部四市町村合併協議会

財産及び債務の取扱い

現況

具体的な調整内容

１.公有財産については、現行のまま新市に引き継ぐ。
   なお、分収林契約についても、新市に引き継ぐ。
（別紙資料１～３参照）

２.物品については、現行のまま新市に引き継ぐ。
（別紙資料４参照）

３．基金については、次のとおり取扱うものとする。
（１）財政調整基金及び減債基金については、新市財政の健全運
営のために、平成１３年度から平成１５年度の３ヶ年度平均の標
準財政規模相当額の３０％以上を総額で持ち寄るものとする。
（２）国民健康保険財政調整基金については、平成１３年度から
平成１５年度の３ヶ年度平均の保険給付総額の１０％以上を持ち
寄るものとする。
（３）その他特定目的基金及び特別会計の基金については、合併
までに調整する。
（別紙資料５参照）

　　ペイオフ対策

４．債務

　(資料6）

５．ペイオフ対
策
　（資料7）

　　①地方債
　　②債務負担行為
　　③債務保証
　　④特別会計等欠損金
　　⑤第三セクター欠損金等

　　ペイオフ対策

　　①地方債
　　②債務負担行為
　　③債務保証
　　④特別会計等欠損金
　　⑤第三セクター欠損金
等

　　ペイオフ対策

　　①地方債
　　②債務負担行為
　　③債務保証
　　④特別会計等欠損金
　　⑤第三セクター欠損金等

　　ペイオフ対策

　　①地方債
　　②債務負担行為
　　③債務保証
　　④特別会計等欠損金
　　⑤第三セクター欠損金等

３．基金

　（資料5）
　　各種基金 　　各種基金

①土地及び建物
　　行政財産
　　普通財産
②山林
③物件
④有価証券
　　株券
⑤出資による権利

２．物品

　（資料4）
公用車等

１．公有財産

　（資料1～3）

①土地及び建物
　　行政財産
　　普通財産
②山林
③物件
④有価証券
　　株券
⑤出資による権利

調 整 の 内 容

①土地及び建物
　　行政財産
　　普通財産
②山林
③物件
④有価証券
　　株券
⑤出資による権利

　　各種基金

泗水町

公用車等 公用車等 公用車等

　　各種基金

①土地及び建物
　　行政財産
　　普通財産
②山林
③物件
④有価証券
　　株券
⑤出資による権利

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
別
　
　
　
内
　
　
　
容

協 議 項 目 財産及び債務の取扱い 関 係 項 目



木造 非木造 木造 非木造 木造 非木造 木造 非木造 木造 非木造

12,401 4,992 10,015 2,710 5,266 66 1,815 8,508 3,395 36,190 66 12,912

消防施設  65 1,987 1,987 65 0

その他の施設 1,547 531 4,912 465 71 6,459 465 602

学校 241,856 11,106 37,683 57,829 665 11,716 54,743 3,941 6,752 77,217 71 17,809 431,645 15,783 73,960

公営住宅 117,869 325 40,060 31,569 4,043 2,815 35,093 412 6,083 38,723 89 12,608 223,254 4,869 61,566

公園 213,579 19 305 47,638 307 13,431 619 829 274,648 945 1,134

その他の施設 503,890 7,891 41,782 141,395 5,852 15,370 89,856 1,859 7,254 142,370 245 45,914 877,511 15,847 110,320

39,675 243 1,496 39,675 243 1,496

8,924 1,340 1,107 10,031 1,340 0

1,950,952 1,561,200 5,065,894 3,291,107 11,869,153 0 0

0 0 0

1,592 1,592 0 0

701,865 120 701,865 0 120

3,081,769 19,584 126,849 1,860,162 12,207 32,611 5,255,764 6,808 21,975 4,276,315 1,024 80,675 14,474,010 39,623 262,110

○行政財産

○普通財産

（単位　：　㎡）

行政財産以外の一切の公有財産（同法同項）。直接特定の行政目的のために供されるものでなく、地方公共団体が一般私人と同等の立場でこれを所有し、

その経済的価値を発揮されるために管理する財産。

行
政
財
産

普
通
財
産

合　　　　　　計

山　林

田・畑

雑種地

その他

菊池北部四市町村の財産に関する調書

１．公有財産

区　　　　分

土　地

平成１５年度末現在高

菊池市 七城町 旭志村 泗水町 計

※建物面積は延面積

（１）　土地　・　建物

建　　　物
土　地

建　　　物
土　地

建　　　物建　　　物
土　地

資料　１

公有財産のうち、地方公共団体において現に公用若しくは公共に供し、又は供するものと決定した財産（地方自治法第２３８条第４項）

建　　　物
土　地

本庁舎

その他の
行政機関

公共用
財　産

土地建物

宅　地



面積ｈａ 面積ｈａ 面積ｈａ 面積ｈａ 面積ｈａ

195 156 339 329 1,019

21 28 34 83

54 3 167 41 265

249 159 506 370 1,367

（単位：㎡）

108,887

泗水町旭志村

（３）物　権

区　 　分

地 上 権

その他の権限によるもの

合　　　　　計 70,578

七城町

資料２

計菊池市 七城町 旭志村土地の権利の区分

平成１５年度末現在高

（２）山　林

推定蓄積（ｍ3）推定蓄積（ｍ3）

地 役 権

温 泉 権

所　　　　　有 54,880

菊池市

12,984

3

借　　　　　受 15,698

37,624 120,570

泗水町

推定蓄積（ｍ3）推定蓄積（ｍ3）推定蓄積（ｍ3）

96,824 309,898

83,939

393,83738,486 175,886

862 55,316 12,063

うち　　貸　付

45

計

13,029

3



（単位：千円）

菊池市 七城町 旭志村 泗水町 計
九州電力株式会社 375 0 0 0 375
株式会社熊本畜産流通センター 0 500 0 0 500
株式会社四季の里旭志（第三セクター） 0 0 51,000 0 51,000

計 375 500 51,000 0 51,875

（単位：千円）

菊池市 七城町 旭志村 泗水町 計
菊池森林組合出資金 3,810 568 2,736 902 8,016
熊本県農業信用基金協会出資金 4,020 1,590 2,040 1,500 9,150
熊本県畜産協会出資金 1,260 180 360 120 1,920
熊本県農業後継者育成基金出資金 2,407 1,142 1,151 1,261 5,961
熊本県中小企業設備貸与公社設立出資金 180 0 0 0 180
熊本県農業公社出資金 630 530 800 510 2,470
土地開発公社出資金 1,000 10,000 0 10,000 21,000
熊本県林業従事者育成基金 4,825 435 1,200 665 7,125
熊本県林業公社出資金 100 0 100 0 200
きくち観光物産館設立出資金（第三セクター） 5,200 0 0 0 5,200
七城町特産品センター出資金（第三セクター） 0 65,200 0 0 65,200
七城町振興公社出資金（第三セクター） 0 68,000 0 0 68,000
七城町銘柄米センター出資金（第三セクター） 0 80,000 0 0 80,000
旭志村ふれあいセンター出資金（第三セクター） 0 0 16,300 0 16,300
有朋の里泗水出資金（第三セクター） 0 0 0 8,200 8,200
泗水アグリ振興出資金（第三セクター） 0 0 0 3,400 3,400
有限会社ファームきくち 10,000

計 33,432 227,645 24,687 26,558 312,322
熊本県信用保証協会出えん金 26,300 1,900 6,870 9,400 44,470
熊本県農地管理公社出えん金 383 175 156 202 916
熊本県中小企業振興公社出えん金 170 50 30 50 300
熊本県角膜腎臓バンク協会出えん金 1,540 160 296 649 2,645
熊本県暴力追放協議会出えん金 710 150 130 300 1,290
熊本さわやか長寿財団設立出えん金 1,530 320 298 656 2,804
砂防フロンティア整備推進機構設立出えん金 34 34 0 34 102
熊本開発研究センター出えん金 0 81 77 138 296
熊本県雇用環境整備協会出えん金 3,300 0 1,400 2,000 6,700
熊本テクノポリス技術開発基金出えん金 17,623 0 21,889 13,600 53,112
熊本テクノポリスバイオ研究出えん金 18,000 0 0 0 18,000
熊本県スポーツ災害見舞金出えん金 336 0 0 0 336
ふるさとの川モデル事業出えん金 1,000 0 0 0 1,000

計 70,926 2,870 31,146 27,029 131,971

平成１６年度末見込額

資料３
（４）有価証券（株券等）

平成１６年度末見込額

（５）出資金・出えん金

区　分

株券

名　　　称

出えん金

区分 名　　称

出資金



２.物　品

区　分

種　　　　別 数　量 種　別 数　量 種　別 数　量 種　別 数　量

軽乗用車 9 軽自動車 2 軽自動車 2 軽自動車 5 18

軽貨物車 8 軽貨物 1 軽貨物 7 軽貨物 7 23

普通乗用車 34 普通乗用 4 普通乗用 9 普通乗用 14 61

普通貨物 8 普通貨物 11 普通貨物 8 普通貨物 2 29

ワゴン車 1 ワゴン車 1 ワゴン車（10人乗り） 1 ワゴン車 1 4

マイクロバス（リース車） 1 マイクロバス 2 マイクロバス 1
マイクロバス（小川基
金）

1 5

スクールバス 7 スクールバス 1 8

50ｃｃバイク 1 原付 1 2

消防積載車 45 消防積載車 22 消防積載車 19 消防積載車 15 101

特殊車（リフト車） 1 1

特殊車（バキューム車） 1 1

特殊車（ユニック車） 1 1

土木用特殊車両
（ドーザーショベル）

1 1

貸付車（社会福祉協議会） 6 6

計 124 43 48 46 261

計

資料４

旭志村 泗水町

車両等

菊池市 七城町



（単位：千円）

菊池市 七城町 旭志村 泗水町 計

財政調整基金 779,503 677,787 242,000 940,770 2,640,060

減債基金 471,454 415,981 101,100 142,492 1,131,027

公共施設整備基金 146,611 30,179 1,770 1,529 180,089

ふるさとおこし基金（ふるさと創生基金） 55,197 100,915 33,700 1,530 191,342

ふるさと創生人材育成基金 40,784 0 0 0 40,784

職員等退職手当基金 147,710 0 0 0 147,710

教育振興基金 90,281 0 0 0 90,281

奨学基金（現金） 23,876 2,676 0 3,137 29,689

奨学基金（貸付金） 0 86,691 0 0 86,691

地域福祉基金 296,981 146,000 60,880 149,626 653,487

養護老人ホーム施設整備等基金 5,837 0 0 0 5,837

中山間水と土保全基金（ふるさと保全基金） 10,262 10,000 11,020 10,431 41,713

公営住宅建設事業基金 118,104 0 0 0 118,104

特産品センター整備基金 0 24,699 0 0 24,699

リバーサイドパーク整備基金 0 106,783 0 0 106,783

社会福祉振興基金 0 0 11,320 451 11,771

行政事務電算化事業基金 0 0 6,010 0 6,010

土地開発基金（土地） 150,047 29,248 50,811 0 230,106

土地開発基金（現金・預金） 139,036 113,928 103,739 140,937 497,640

ジュニアスポーツ育成ゆうり基金 1,200 0 0 0 1,200

小川基金 0 0 0 1,007,030 1,007,030

第三セクター活性化基金 0 0 0 12,000 12,000

環境整備基金 15,000 0 0 0 15,000

小　　　　　計 2,491,883 1,744,887 622,350 2,409,933 7,269,053

国民健康保険財政調整基金 220,125 135,896 83,403 98,515 537,939

簡易水道財政調整基金 0 0 110,442 0 110,442

介護給付費準備基金 49,914 1,210 6,232 0 57,356

下水道整備基金 0 355,426 0 0 355,426

特定地域生活排水処理事業減債基金 5,254 0 0 0 5,254

小　　　　　計 275,293 492,532 200,077 98,515 1,066,417

2,767,176 2,237,419 822,427 2,508,448 8,335,470

一般会計

特別会計

合　　　　　　計

基金名

資料５

　　基金の運用管理

平成１６年度末見込額



（単位：千円）

菊池市 七城町 旭志村 泗水町 計

一般公共事業債 600,358 180,116 317,232 182,640 1,280,346

一般単独事業債 2,375,209 839,665 791,938 1,291,087 5,297,899

公営住宅建設事業債 907,861 246,197 184,279 527,811 1,866,148

義務教育施設整備事業債 2,284,996 561,953 1,491,285 333,918 4,672,152

辺地対策事業債 518,163 0 541,978 0 1,060,141

災害復旧事業債 198,884 0 31,762 8,707 239,353

一般廃棄物処理事業債 36,833 0 0 0 36,833

厚生福祉施設整備事業債 2,697 0 0 252,885 255,582

社会福祉施設整備事業債 3,200 0 0 0 3,200

過疎対策事業債 0 4,203,655 12,285 0 4,215,940

地域改善対策特定事業債 181,308 0 21,133 9,572 212,013

財源対策債 226,127 0 62,551 63,545 352,223

臨時財政特例債 26,535 26,673 9,261 4,311 66,780

公共事業等臨時特例債 0 0 0 0 0

減税補てん債 554,474 0 66,932 226,574 847,980

臨時税収補てん債 137,238 0 27,797 52,654 217,689

臨時財政対策債 1,506,700 620,990 596,300 945,500 3,669,490

調整債 27,493 4,913 17,676 6,291 56,373

都道府県貸付金 187,615 14,329 203,482 110,976 516,402

その他 169,187 97,501 140,778 85,584 493,050

特定資金公共投資事業債 20,773 0 0 0 20,773

小　　　　　計 9,965,651 6,795,992 4,516,669 4,102,055 25,380,367

上水道事業債（水道事業会計） 668,688 0 0 1,645,290 2,313,978

簡易水道特別会計分 356,095 0 283,069 0 639,164

農業集落排水事業債 0 1,732,075 0 2,383,954 4,116,029

特別環境下水道債 0 1,624,533 0 2,300,015 3,924,548

公共下水道事業債 4,284,308 0 0 0 4,284,308

特定資金公共投資事業債（公共下水道事業） 33,332 0 0 33,332

下水道事業債（地域生活廃水処理事業） 220,400 0 0 220,400

小　　　　　計 5,562,823 3,356,608 283,069 6,329,259 15,531,759

15,528,474 10,152,600 4,799,738 10,431,314 40,912,126

一般会計

特別会計

地　方　債　名

資料６

　（１）地方債

平成１６年度末見込額

合　　　　　　計



（単位：千円）

市町村 限度額
Ｈ１６年度末までの
支出（見込み）額

Ｈ１６年度以降
支出予定額

64,457 12,560 51,897

987,673 257,654 730,019

169 59 110

1,052,299 270,273 782,026

借入金の1／2に
相当する金額

6,368 520

685,467 219,350 466,117

8,183 7,734 449

587 492 95

411 351 60

2,413 633 1,780

2,208 1,104 1,104

699,269 229,664 469,605

177,996 152,374 25,622

714,903 228,769 486,134

29,567 6,707 22,860

23,363 5,300 18,063

945,829 393,150 552,679

647,090 188,736 458,354

9,000 2,165 6,835

4,430 2,022 2,408

660,520 192,923 467,597計

資料６

（２）　債務負担行為

菊池市

七城町

Ｈ１５～Ｈ３２

台風災害自作農維持資金利子補給 Ｈ１５～Ｈ１７

台風等被害農家対策資金利子補給 Ｈ１５～Ｈ１７

旭志村

泗水町

国営菊池台地土地改良整備事業負担金 Ｈ１０～Ｈ３３

計

大規模林道菊池・人吉線、菊池・大津区間開設
事業に係る受益者賦課金（旭志村負担分）

Ｈ　６～Ｈ３５

Ｓ５７～Ｈ２３

大規模林業圏開発林道事業償還金 Ｈ１２～Ｈ３２

大規模林道菊池・人吉線、菊池・大津区間開設
事業に係る受益者賦課金に対する助成金
（受益者組合負担分）

Ｈ　６～Ｈ３５

国営菊池台地土地改良整備事業負担金 Ｈ　９～Ｈ３３

Ｈ１５～Ｈ１７

自立経営育成資金利子補給 Ｈ１５～Ｈ２２

Ｈ１５～Ｈ１７

湯舟溜池改修事業元利償還金利子補給

計

計

事　　　　　項

大規模林道菊池人吉線受益者組合補助金

国営菊池台地地区かんがい排水事業償還金

災害援護資金利子補給補助金

期間

Ｈ１２～Ｈ３４

Ｈ１１～Ｈ３３

中小企業近代化等資金利子補給

Ｈ１４～Ｈ２１

Ｈ１５～Ｈ１７

大家畜経営維持緊急資金利子補給 Ｈ１５～Ｈ１７

国営菊池台地土地改良整備事業負担金

大家畜経営維持緊急資金利子補給

台風近代化資金利子補給



（単位：千円）

市町村 限度額
Ｈ１６年度末までの
借入見込額（支出額）

限度額－借入済額
（支出予定額）

菊池市 103,761 72,330 31,431

七城町 1,355,000 1,028,750 326,250

泗水町 1,500,000 1,230,000 270,000

2,958,761 2,331,080 627,681

（単位：千円）

市町村 新市繰入見込額
Ｈ１５年度末までの
累積欠損額

Ｈ１６年度末の
累積欠損見込額

菊池市 626,845 867,660 626,845

泗水町 216,063 180,977 216,063

842,908 1,048,637 842,908

泗水町土地開発公社債務保証 Ｈ１３～Ｈ１６

計

事　　　　　項 期間

（３）　債務保証

資料６

社会福祉協議会債務保証（福祉会館償還利子） Ｈ　５～Ｈ２３

土地開発公社債務保証 Ｈ１５～Ｈ１８

（４）　特別会計等債務（累計欠損金）

事　　　　　項 繰入見込期間

公共下水道特別会計累計欠損金 Ｈ１７～Ｈ２３

上水道企業会計累計欠損金 Ｈ１７～Ｈ２１

計



資産合計
当期純利
益

次期繰越
利益

受託料 その他 収入計 寄付金 使用料
行政財産
使用料

入湯税
法人税

配当金 その他 支出計

（有）菊池観光
物産館

32,762 635 3,622 7,400 7,400 1,944 1,944

（有）ファーム
きくち

0 0

H16.3.30法人設立
現在のところ左記関連の該当なし
市出資金　   10,000
その他出資金　1,150

計 32,762 635 3,622 7,400 0 7,400 0 0 1,944 0 0 0 1,944 0

（有）七城町特
産品センター

151,054 3,104 521 6,314 6,314 8,000 6,321 356 1,800 6,144 22,621 126,000 その他は備品貸付料

（有）七城町振
興公社

135,696 3,516 1,462 144,849 144,849 5,000 144,849 11,961 21,282 1,520 184,612 215,000
入湯税20,894
法人税   388

（有）七城町銘
柄米センター

67,773 △ 16,784 △ 16,849 0 130 130

計 354,523 △ 10,164 △ 14,866 151,163 0 151,163 13,000 144,849 18,282 21,768 3,320 6,144 207,363 341,000

（有）旭志村ふ
れあいセンター

69,516 3,128 2,119 6,427 702 7,129 15,000 555 0 1,590 815 17,960 92,200 その他702は、修繕料

（株）四季の里
旭志

83,860 △ 12,112 △ 19,486 14,708 1,538 16,246 0
利用料金
制度

0 746 0 746 12,000
その他1,538は、原材料（71）及び
修繕料（1,467）

計 153,376 △ 8,984 △ 17,367 21,135 2,240 23,375 15,000 555 0 2,336 815 0 18,706 104,200

（有）有朋の里
泗水

52,610 7,101 6,666 13,506 13,506 12,000 2,976 800 409 16,185 12,000 その他は委託料清算分

（有）泗水アグ
リ振興

0 0

計 52,610 7,101 6,666 13,506 0 13,506 12,000 0 0 2,976 800 409 16,185 12,000

593,271 △ 11,412 △ 21,945 193,204 2,240 195,444 40,000 145,404 20,226 27,080 4,935 6,553 244,198 457,200

＊１．消費税は除く。

＊３．利益欄は、損失の場合マイナスで記入。

資産・利益（H15） 行政関連収入（H15）

菊池市

＊２．その他は、備考に内訳を記入。

資料６

泗水町

合　計

市町村 第三セクター名

現在休止中

七城町

旭志村

備　考

　（５）第三セクター運営状況（H１５決算）

行政関連支出（H15） 累　計
寄付額

（単位：千円）



菊池市 七城町 旭志村 泗水町
【現況】 【現況】 【現況】 【現況】

１　金融機関の経営状況の把握 １　金融機関の経営状況の把握 １　金融機関の経営状況の把握 １　金融機関の経営状況の把握

　　指定並びに収納代理金融機関のディス 　　現在、取引を行っている金融機関及び 　　現在、取引を行っている金融機関及び 　　現在、取引を行っている金融機関及び

　クロージャー誌を取り寄せ、経営状況を 　他行の経営状況を一覧表にまとめた。 　他行の経営状況を把握。 　他行の経営状況を一覧表にまとめた。

　一覧表にまとめた。

２　預金債券と借入金（地方債）との相殺 ２　預金債券と借入金（地方債）との相殺 ２　預金債券と借入金（地方債）との相殺 ２　預金債券と借入金（地方債）との相殺

　　預金と借入金を相殺するすることを仮 　　預金と借入金を相殺することを仮定し 　　検討中。 　　検討中。

　定して各金融機関に預けている預金と起 　て各金融機関に預けている預金と起債借

　債借入額を一覧表にまとめた。 　入額を一覧表にまとめた。

３　担保との関連 ３　担保との関連 ３　担保との関連 ３　担保との関連

　　現在、指定金融機関である肥後銀行か 　　現在、指定金融機関である菊池地域農 　　現在、指定金融機関である菊池地域農 　　現在、指定金融機関である菊池地域農

　ら担保として預かっている預金は５００ 　業協同組合から担保として預かっている 　業協同組合から担保として預かっている 　業協同組合から担保として預かっている

　万円である。 　預金は、３，５００万円である。 　預金は、２，４００万円である。 　預金は、３，５００万円である。

４　債券の購入 ４　債券の購入 ４　債券の購入 ４　債券の購入

　　現在、債券は一件もない。 　　現在、債券は一件もない。 　　現在、債券は一件もない。 　　現在、債券は一件もない。

【今後の対応】 【今後の対応】 【今後の対応】 【今後の対応】

１　平成１４年４月にペイオフ対策検討委 １　経営状況を正確に把握するための「委 １　経営状況を正確に把握するため、各種 １　平成１４年７月にペイオフ対策研究会

　員会を立ち上げ、これまでに計５回の会 　員会等」の設置、金融機関のリスク情報 　情報誌の収集分析により対応策を検討す 　を立ち上げ経営状況をさらに正確に把握

　議を開催し、対応策を講じた。今後も、 　の収集や対応策を検討し、資金管理者へ 　る。 　するため情報誌の収集分析、調整機関の

　さらに研修・検討を重ね、資金管理者へ 　助言をするような体制を整備する。 　設置により、リスク情報の収集や対応策

　助言していきたい。 　検討する。

２　相殺の活用 ２　相殺の活用 ２　相殺の活用 ２　相殺の活用

　　預金と借入金のバランスを考慮する。 　　預金と借入金のバランスを考慮する。 　　預金と借入金のバランスを考慮する。 　　預金と借入金のバランスを考慮する。

３　担保の増額 ３　担保の増額 ３　担保の増額 ３　担保の増額

　　今の時代にあった担保の増額は必要で 　　ある程度の増額は必要である。 　　ある程度の増額は必要である。 　　指定金融機関と協議する。

　ある。

４　債券購入の研究 ４　債券購入の研究 ４　債券購入の研究 ４　債券購入の研究

　　ペイオフ対策検討委員や各種証券会社 　　今後、研究・検討していく。 　　今後、研究・検討していく。 　　今後、研究・検討していく。

　開催の研修会に参加して、研究・検討し

　ていく。

資料７
　　ペイオフ対策



協議第６０号　財産及び債務の取扱いについて　　参考資料①

地  域  名 調    整    方    針

１市４町の財産は、すべて新市に引き継ぐものとする。

（４）債務については、現行のまま新市に引き継ぐ。

（１）公有財産については、現行のまま新市に引き継ぐ。

（２）物品については、現行のまま新市に引き継ぐ。

（３）基金は、平成１４年度標準財政規模額の２０％以上を総額で持ち寄る。

　　　また、土地開発基金については、同様な算出により３％以上を持ち寄る。

４町の所有する財産、公の施設及び債務はすべて新市に引き継ぐものとする。天草上島４町合併協議会

宇土・富合合併協議会

八代地域市町村合併協議会

鹿本地域合併協議会

田浦町・芦北町合併協議会

ただし、鹿北町の所有する山林及び原野については、合併時に財産区を設置し、菊鹿町の城北財産区、六郷財産区、　

鹿本町の稲田財産区については、財産区として新市に引き継ぐものとする。

１　財産の取得管理及び処分については、政令の定める基準に従い条例を定めることにより、合併時までに調整する。

５　債務負担行為を設定している債務については、その残額を新市に引き継ぐことで調整する。また、その他の債務

　　についても新市に引き継ぐことで調整する。

６　債務については、現行のまま新町に引き継ぐものとする。

２　公有財産、物品及び債権については、合併時に各市町村が所有するものを、新市に引き継ぐことで調整する。

３　基金については、合併時に各市町が所有する額を新市に引き継ぐことで調整する。

４　地方債については、その借入残額を新市に引き継ぐことで調整する。　

　　に引き継ぐものとする。

１　公有財産（山林を除く）については、現行のまま新町に引き継ぐものとする。

２　山林については、すべて新町に引き継ぐものとする。なお、関係町が締結している分収林契約についても、新町

７　物品については、現行のまま新町に引き継ぐものとする。

　　奨学基金、土地開発基金等）については、合併時の現有額を持ち寄る。

５　債権については、現行のまま新町に引き継ぐものとする。

８　財務の公表については、芦北町の例による。

３　出資による権利については、現行のまま新町に引き継ぐものとする。

４　基金については、現行のまま新町に引き継ぐものとする。また、その他の基金額（湯浦温泉センター等運営基金、　



宇城西部五町合併協議会

　模相当額の２０％以上を総額で持ち寄るものとする。

　　また、国民健康保険財政調整基金については、新市国民健康保険特別会計の健全運営のために、平成１５年度にお

　ける保険給付総額の１５％以上を総額で持ち寄るものとする。

（３）財政調整基金及び減債基金については、各町毎に財政調整基金及び減債基金の合算額６億円を持ち寄る。

　　　その他の基金（ふるさと水と土保全対策基金、地域福祉基金、公共施設等整備基金、小学校建設基金、ふるさと

　　　創生基金、土地開発基金等）については、合併時の現有額を持ち寄る。なお、国民健康保険基金については、両

　　　町の合併前３ヶ年平均の年間保険給付費（保険給付費＋老人保健拠出金＋介護納付金）の１２％程度の額を持ち

　　　寄る。

　　を持寄るものとする。

協議第６０号　財産及び債務の取扱いについて　　参考資料②

地  域  名 調    整    方    針

（４）債務については、現行のまま新町に引き継ぐ。

（１）公有財産については、現行のまま新町に引き継ぐ。

（２）物品については、現行のまま新町に引き継ぐ。

宇城東部二町合併協議会

１　公有財産については、現行のまま新市に引き継ぐ。

２　物品については、現行のまま新市に引き継ぐ。

３　共通の基金額については、各町各　（別紙）の基金を確保する。また、その他の基金については、合併時の保有額

４　債務については、現行のまま新市に引き継ぐ。

　　四町の所有する財産及び債務は、合併時における財産及び債務をすべて新市に引き継ぐものとする。

　　ただし、財政調整基金及び減債基金については、新市財政の健全運営のために、平成１５年度における標準財政規

菊池南部四町合併協議会




